
猪名川町告示第６８号 

 

猪名川町スポーツ優秀者に対する助成に関する要綱の一部を改正する要綱をここに告示

する。 

 

令和８年６月４日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  



1 

猪名川町スポーツ優秀者に対する助成に関する要綱の一部を改正する要綱 

 

令和８年６月４日  

要綱第５４号  

  

 猪名川町スポーツ優秀者に対する助成に関する要綱（平成２７年要綱第３０号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項ただし書を削る。 

   附 則 

 この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の猪名川町スポーツ優秀者に対

する助成に関する要綱の一部を改正する要綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。 



２ 

 猪名川町スポーツ優秀者に対する助成に関する要綱の一部を改正する要綱 新旧対照表 

改  正  条  文 現  行  条  文 

(資格) (資格) 

第 2条 町長は、本町に住所を有するもの、若しくは町内に活動拠点を

有し、その所在地が町内にある団体であり、かつ、県予選等の大会を

経て代表に選出され、又は各種目協会等の上部団体から推薦されたも

ので、次に掲げる団体等が主催する全国大会以上の各種大会に出場す

るものに対して別表のとおり助成を行う。 

第 2条 町長は、本町に住所を有するもの、若しくは町内に活動拠点を

有し、その所在地が町内にある団体であり、かつ、県予選等の大会を

経て代表に選出され、又は各種目協会等の上部団体から推薦されたも

ので、次に掲げる団体等が主催する全国大会以上の各種大会に出場す

るものに対して別表のとおり助成を行う。ただし、猪名川町中学生ス

ポーツ・文化活動参加補助金交付要綱に該当するものは適用しない。 

(1)～(3) （略） 

2・3 （略）  

(1)～(3) （略） 

2・3 （略）  

 


